
生駒市図書館雑誌スポンサー募集要項 

 

 

１．雑誌スポンサー募集の目的 

図書館に配架する雑誌を広告媒体として、民間事業者等の事業活動を促進するとともに、

生駒市図書館（以下「図書館」という。）の雑誌の充実により、図書館サービスの向上を図

ることを目的とします。 

 

２．雑誌スポンサー制度の内容 

雑誌スポンサーに購入代金を負担していただいた雑誌は、図書館に配架します。提供雑誌

の最新号カバー表面にスポンサー名を、裏面と雑誌架に広告を掲載できるものとします。 

なお、納品後の雑誌の所有権は図書館とします。 

 

３．対象とする雑誌スポンサー 

(1)  企業、個人の事業者、団体等を対象とし、個人からの提供は対象外とします。 

(2)  生駒市広告掲載基準第５条に規定する業種等に該当しない事業者とします。 

 

４．広告の内容 

 広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼性を損なう恐れがないものとし、生駒市広告

掲載要綱第３条及び生駒市広告掲載基準第６条の規定に該当するものは、対象としません。 

 

５．対象とする雑誌 

図書館が作成した「雑誌リスト」より選定していただきます。 

 

６．広告の仕様、表示方法 

(1)  提供雑誌の最新号カバー表面については、スポンサー名等の表示とします。 

 表示大きさ：縦４ｃｍ、横１３ｃｍ以内 

貼付位置：雑誌のタイトル等を隠さない位置で図書館が決定します。 

(2)  提供雑誌の最新号カバー裏面については、広告チラシ１枚を挿入できます。広告チラシ

は片面印刷のものとし、最新号カバーに収まるサイズでA4 判以下とします。なお、広告

チラシは雑誌スポンサー申込者が作成してください。 

(3)  雑誌配置場所の雑誌架に広告チラシ１枚を貼付できます。広告チラシは片面印刷のもの

とし、A5 横判（15×21 ㎝）以下でラミネート加工したものとします。 貼付位置は、当

該雑誌を配架した際に、雑誌に隠れるものとします。 

(4)  広告の作成費用は雑誌スポンサーの負担、広告を掲載する雑誌カバーの費用は図書館の

負担とします。 

(5)  雑誌の配架位置は、図書館が決定します。 

  



７．広告の期間 

広告の期間は原則として１年間（４月１日～翌年３月３１日）とし、年度の途中からの場

合は図書館が表示を決定した月の翌月から３月３１日とします。ただし、期間満了の２ヶ月

前までに、図書館又は雑誌スポンサーいずれかの中止の意思表示がない場合は、自動的に更

新するものとし、その後も同様とします。 

 

８．募集期間 

随時先着順に受付します。同一の雑誌に応募があった場合は、継続のスポンサーを優先し

ます。 

 

９．申込方法 

「雑誌スポンサー申込書」（様式１）に必要事項を記入し、次に掲げる資料を添えて、図書

館に持参又は郵送のいずれかの方法により提出してください。 

 (1) 広告図案 

(2) 会社概要等（パンフレット等の業種が判るもの） 

 

１０.雑誌スポンサーの選定及び広告内容の審査 

雑誌スポンサーの申し込みがあった場合は、広告内容等について審査を実施します。 

 

１１.通知 

雑誌スポンサーに決定した場合は、｢雑誌スポンサー決定通知書｣（様式２）により通知し

ます。 

 

１２．支払方法 

図書館が指定する雑誌の納入業者に雑誌代金を直接お支払いください。 

(1)  一括前払いとし、価格変動により過不足が生じた場合は、年度末に精算してください。 

(2)  振込手数料は雑誌スポンサーの負担となります。 

(3)  スポンサーの提供する雑誌が休刊した場合は、図書館と協議の上、別の雑誌に広告を振

り替えます。 

(4)  年度途中の取りやめ及び納入業者への前払代金の返還はできません。 

(5) 希望があった場合は、雑誌を受領した旨を記載した文書を別途お送りします。 

 

１３．雑誌スポンサーの中止 

雑誌スポンサーが雑誌の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の２ヶ月前

までに｢雑誌スポンサー提供中止届｣（様式３）に必要事項を記入し、図書館に提出してくだ

さい。 

 

１４．広告掲載に関する雑誌スポンサーの責務 



広告の内容に関する一切の責任は、雑誌スポンサーが負うものとします。広告掲載に関し

て第三者に損害を与えた場合は、雑誌スポンサーの負担において解決してください。 

 

 

１５．雑誌スポンサーの取消 

図書館は、雑誌スポンサーが生駒市広告掲載要綱第３条及び生駒市広告掲載基準第６条の

規定に該当することが明確になった場合は、雑誌スポンサーを取り消します。 

 

１６．申込先及びお問い合わせ先 

○〒６３０－０２１２ 

  生駒市辻町２３８番地  生駒市図書館  

ＴＥＬ ０７４３－７５－５０００／ＦＡＸ ０７４３－７３－３６００ 

○〒６３０－０２２３     

生駒市小瀬町１８番地  生駒市図書館南分館 

ＴＥＬ ０７４３－７７－０００５／ＦＡＸ ０７４３－７７－００２２ 

○〒６３０－０１３１     

生駒市上町１５４３番地  生駒市図書館北分館  

ＴＥＬ ０７４３－７１－３３３２／ＦＡＸ ０７４３－７１－３３５１ 

○〒６３０－０２４５     

生駒市北新町１０番３６－５０１号  生駒駅前図書室 木田文庫 

ＴＥＬ ０７４３－７３－７６１１／ＦＡＸ ０７４３－７３－７６２０ 

○〒６３０－０１１３     

生駒市鹿ノ台南２丁目３番地３  鹿ノ台ふれあいホール図書室 

ＴＥＬ ０７４３－７８－９９７３／ＦＡＸ ０７４３－７８－９９７４ 

 

 

 

 

 


